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すべきかという問題である。本稿では、第一の問題に絞って検討するが、後者

について若干のことを述べるならば、この点につき、それぞれの損害費目が原

発事故による重大な被害を防止するために合理的ないし相当なものであったか

どうかを吟味し、かつ、その額を具体的に算定すべきとの主張があるかもしれ

ない。しかし、費目ごとに個別的具体的にその判断を行うことは、本件のよう

な広範で多様な被害が発生している事案では事実上不可能であり、被害者側に
この負担を課すことは適切ではない。また、それは裁判所にも過大な負担を求

めることになる。さらに、本件の様々 な被害が複雑に絡み合って全体として被

害者に多大な負担となっていることからみて、上述のような算定は適切でもな
い。実務はこのような個別具体的な算定が適切でないと考えられる場合に、抽

象的な損害計算を活用してきたが、本件で侵害された（あるいは投下された費用

が侵害を防止しようとした）権利ないし法益は平穏な生活や住民らの生存諸条件

にかかわるものであり、市場価格を手掛かりとした具体的損害計算が難しいも

のであることから、抽象的な損害計算を活用すべきである。
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I「原発避難」と損害賠償

福島第一原発事故によって10数万人の住民が避難をしたと言われている。

本章2でも触れたように、この避難によって、多様かつ深刻な被害が発生して

いる。避難そのものが平穏な生活を営んできた環境や人間関係からの切断とい

う被害をもたらし、避難行動にともなう精神的・肉体的ストレス、避難費用の

発生、避難先での不自由な生活にともなう被害や避難後の生活再建のための負

担など､多様な被害が生じている。さらには、「帰還」をめぐる精神的社会的ズ
トレスも深刻である。このような被害は、「自己の権利法益に対する危殆化に

対する危険の現実化を回避するための」費用として、それが「合理的」ないし
l）

｢相当」なものである限り、賠償されるべきである。

避難にともなう損害の賠償の合理性ないし相当性を考える場合、二つの問題

がある。第一は、避難行動自体の合理性・相当性の問題であり、第二には、避

難行動にともなって発生した被害をどの範囲で賠償すべきか、どのように算定

Ⅱ「区域外避難」の合理性・相当性

1合理性・相当性の判断基準

「政府の指示」による避難の場合、指示の内容如何を問わず、それだけで直ち
に、避難には合理性・相当性があると考えることができる。ただし、この場合

も、避難指示解除後については「自主的避難」(指示区域害の避難者も事故によって

避難を強いられたのであるから「自主的」という表現には馴染まない。「区域外避難」と

呼ぶべき）と同様の問題が出てくる。「区域外避難」の場合、「政府の指示」がな

いことを過大視すべきでないが、この場合は、避難の合理性・相当性の有無を

どう判断するかが問題となる。

この問題に関して、原子力損害賠償紛争審査会（以下、原賠審）は、興味深い

議論をしている。原賠審では、賠償の可否と放射線量にかかわって、以下の主
張が対立した。一方の主張（中心は田中俊一委員）は、当初の混乱した時期は別
にして、政府の20ミリシーベルトという基準が定まった以降はそれ以下での

賠償を認めることは、この審査会が独自に基準を定めることになり混乱を生ず
る（｢国の防災の指針が全くないと同じになる」（第14回))、「心情としてはわかりま

１
１

翌1

1）潮見佳男「中島肇箸「原発賠償中間指針の考え方」を読んで」NBL1009号(2013年)42頁は、

このような予防費用も「予防措置として合理的」であれば賠俄されるべきとする。また、中島肇『原

発賠償中間指針の考え方j(商事法務､2013年）も、「放射線の作用による身体や財産に対する侵害
の危険が切迫しているにもかかわらず､その作用による健康被害等の損書の発生を待たなければ､賠
償の対象とならないと解することは明らかに不合理である。したがって、放射線等の作用を避ける

ための行動．措置に伴う損害（予防措置費用）は．．…・『原子力損害jに含まれると解すべきである」

（21頁）とする。
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が大塚直委員である。大塚は、「自主避難者」の問題は「平穏生活権」の問題で
あるとした上で、「単に通常人だったら不安に感じるというだけで賠償するわ
けにはいかない」「合理的な基準」がいるとし（第13回)、さらに、「平均人．一
般的な人を基準として」という基準に、「科学的知見を考慮して」という文言を
入れるべきと主張した（第26回)。これを受けて田中委員が、この場合の「科学
的知見」「多分、放射線防護基準ということだと思いますので」「放射線防護に
関する知見や基準を参照しつつ」という文言を入れるべきという主張(第26回）

3）

をおこなっている。

大塚は、従来から､平穏生活権の保護に関しては、生命・健康被害に関する
「合理的な」不安.恐怖感に限るべきだが、ここでいう「合理的な不安･恐怖感」
とは、「科学的にみて合理的な不安･恐怖」である必要があるとの主張を行って
いる。そして、その理由として、「通常人の不安をもって保護法益の侵害とする

4）

立場は、人々に科学的・技術的知識がなく不安に陥っているときに保護法益侵‘
害を認めるという問題がある」ことを挙げる。これに対して、筆者は、原告と
被告の間に科学知識を中心とした大きな情報格差がある事例で、原告が「合理
的な」不安感を証明することは容易ではない、訴訟での立証命題が「科学的に
合理的な不安感」であるとすると、科学をめぐる論争が裁判で行われることに
なり、迅速な救済にマイナスを与えるおそれはないのであろうかと批判してき
た。平穏生活権一般の問題はひとまず措くとして、注意すべきは、本件におけ
5）

る「不安」が、従来、平穏生活権侵害が問題となった事例と異なっていること
（そこでは、放射線被害という重大でかつその程度が科学的になお未解明な部分が多い危
険が問題となっている)、さらに、従来、大塚が平穏生活権侵害に関し科学的合理
性を要求するという慎重な態度をとってきたことの大きな理由が、不安を理由
に差止を認めた場合、事業者の行為自由の重大な規制になることから「比例原
則」を考慮しなければならないと考えたことにあると思われるが、本件で問題

すけれども、ある程度そこで区切りをつける必要がある」（第16回)、それ以下

での不安はあるのだろうが、それは賠償で対応すべき問題ではないという意見

である。

これに対し、能見善久会長は、政府基準はそれはそれとして（｢それを横目でに

らみながら｣）審査会が独自に自主避難に合理性があるといえる基準を考えたら

よいのであって（第13回)、ここでは「住民が危険性を感じて避難することに合

理性があるかどうかというレベルで議論しているので、この基準はおそらく科

学的な基準そのものと完全に一致する必要はない」(第14回)、「一定の放射線量

があるために心理的不安を感じることが合理的と認められる場合には、賠償を

認め」てよい（第24回）と主張している。さらに、能見会長は、「その避難した

人の判断というのが、非常にその人にとって特殊なものだけではだめですよ、

その人だけが感じるような特殊なものではだめですよということで、・・…･少数

派であっても相当数がいれば、それは平均的・一般的な人を基準としても合理

性はある」(第26回)と述べ､地域の多数が避難したのでなくとも(少数ではあっ

ても)、避難した人の行動が地域や社会に共感を持って受け止められるかどうか
2）

の問題であるという趣旨の発言をも行っている。

この対立は根深いもので、（結果としてそうはならなかったが）能見会長をして、

田中委員の意見を無視することはしないが、「場合によれば多数決ということ

もあるかもしれない」（第23回）と言わしめるに至っているが､結局、20ミリシ

ーベルト未満の区域からの「自主避難者」にも一定範囲で賠償を認めることに

なった。このことからみて、原賠審が、避難の「合理性」については、政府の

指示や基準ではなく一般人・通常人を判断基準とするとの立場をとったことが

確認できる。

なお、ここでいう「合理性」に関し、それは「科学的」にみて合理性がある

ものでなければならないという意見がある。原賠審でそのような主張をしたの
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3）この提案は結局採用きれなかったが、「科学的合理性」険の問題性を示しているのではないか。た
だし、大塚が田中と同じ年間20ミリシーペルト主張していたわけではない。大塚は他のところで、
「5mSv/年程鹿を考えていたが、この点については審査会の意見の一致はない」と述べている（同
「禍間鋪一噸罷那故による原子力狐審の蝿倣｣Law&TechnOlogy(2012年)56号6頁)．

4）大源瞳｢靴塊鯨舩におけ為侃鰻法益の主観性と公共性･序脱｣法徹時報醒巻ll号(2010年)118
句､046凸

頁以下。

5）拙稿「｢平穏生活権』の意義」水野古稀『行政と国民の権利』（法律文化社、2011年)244頁以下。

2）中胸躍婆側も龍児と同猟の立鳩であ恥穣にその霧梅の中罹､低線避被聡の人伸への影簿について

の科学的に卿剛な知見が確立ぎれていないことを背雛にすれば､｢20mSv/年より鯉ぃ線撤の被ばく
を懸念して回避する行帥を､不合理と断ずるこ･とができるのか｣､mRPの鋤告が『しきい他議し直線

仮硯｣を緑附している以上､「20'mSv/年より賎い隷世の被ばくを懸念して圃避すみ行動をすべて不
合理なものとI脈じることはでき心いであろう」.とする(前掲注1)8頁以下)。『:自主避羅老』の賠償
と繍蹴間遡に関する砿{職群の密醗ﾙー ついては、吉田祁恋「騒位福祉法学と福購聴発被災巻間巡鯛」
NBL2240号(2015jf)3頁以下も参照。 ’

I
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7）

要因の一つが「リスク認知」である。「リスク認知」とは、一般の人々 がある
ハザードを主観的・直感的に認識することであり、そこでは、「恐ろしさ」（｢制

御可能性」「恐ろしさ」「世界的な惨事」「致死的帰結」「平等性」「将来世代への影響」「削

減可能性」「増大か減少か」「自発性」といった特徴からなる）と「未知性」（｢観察可能

性｣「影響の晩発性｣「新しき」｢科学的理解」といった特徴からなる）の2つの因子が重

要である。「恐ろしさ」が高いほど人々 は回避すべきリヌクと認知しがちにな
り、「未知性」が高いほど、やはり、回避すべきリスクと認知しがちになるので

ある。そして、今回の福島原発事故で明らかになったリスクは、まさに、この

リスク認知の2つの因子によくあてはまるのである。すなわち、今回の事故は、

①巨大津波に襲われて炉心融解という深刻な事故発生を抑えられなかったし、

事故発生後も全電源喪失により核燃料の冷却ができず、それが事故後数日間続

いて被害を発生させたこと（｢制御困難｣)、②原子炉の建屋の水素爆発や火災の

様子が放映され、どうしたって恐ろしいという感情を抱くこと（｢恐ろしさ｣)、

③今回は免れたものの、施設の爆発や高線量放射線被曝はそこにいる人を死に
至らしめる潜在力があること（｢帰結の致死性｣)、④放出された放射性物質は遠

くにまで汚染地域を広げたこと（｢世界的な惨事の可能性｣)、⑤事故の収束には数
十年単位の長い時間を要すること（｢リスク削減の困難性｣)、⑥とくに子どもへの

放射線の影響が懸念されていること（｢将来世代への影響｣)、⑦福島県民にとって

あえて被曝線量の高い地域での生活を選んだのではないこと（｢非自発性｣)、③
東京を含めた首都圏への電力供給のために被害を被ったこと（｢不平等｣）など、
「恐ろしさ因子｣にかなり適合する。また､①放射線は見たり聞こえたりするも
のではないこと（｢観察が不可能｣)、②リスクにさらされていても影響の有無を

感じることができないこと（｢さらされていることの理解困難｣)、③発がんのよう
な影響はただちに現れるのではないこと（｢影瀞の晩発性｣)、④施設敷地外の一

般市民が大気や食品、水道水中の放射性物質を気にしなければならない事態は
初めてであること（｢新しいリスク｣）など、「未知性」についてもあてはまる要素

が多い。このような人々 の「リスク認知」に対し、科学者や専門家が行う「リ
スク．アセスメント」がある。これは、あるハザードにどれくらい接するとど

れくらいの確率で望ましくない状態になるかを評価することである。留意すべ

となっているのは「不安」による原発の差止ではなく、放射線被害を避けるた

めの住民の避難という行動の合理性に関する評価の問題であること（住民の行

動が合理的だと判断されれば被告の法的責任が肯定されることから比例原則をまったく

無視することはできないであろうが、そこには自ずから差止や法的規制における場合と

異なる比例原則との調整がなされるべきではないか）である。

「不合理」な不安やおそれが賠償対象にならないことはそのとおりであろう

が、本件の場合には、放射能被害（とりわけ低線量被曝による）についての科学的

知見の不確実さが残ること、「専門家｣の中でも安全基準についての意見が分か

れること、今回の事故を通じて政府等の公的機関や「専門家」「科学者」に対す

る国民の信頼が崩壊し「科学的合理性」なるものへの強い懐疑が存在すること、

放射線の危険性に関する情報提供の不全や混乱があることなどから、「科学的」

合理性にこだわることは適切とは思われない。むしろ、通常人ないし一般人を

基準として判断することで足り、通常人・一般人が危険だと感じることには

｢社会的」合理性があるとみるべきである。
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本件事故において広い範囲で「区域外避難」が行われたことや指定解除後の

｢帰還｣に消極的な態度をとる避難者が少なくない理由は､放射線被曝に対する

｢不安｣の存在である。また､近隣で避難せずに滞在している人が日々悩んでい

るのも、この「不安」が原因となっている。このような「不安」について、こ

れは放射線被曝について「正しい」知識や情報を持たない住民の科学的根拠に

乏しい「不安｣、あるいは、あるいは一部の住民の過剰な「不安jであり、低線

量被曝に対する「正しい」情報を適切に与えること（いわゆる、リスク・コミュニ

ケーション）こそが課題であり、そのような「不安」とそれにもとづく行動の結

果について、損害賠償の対象とすべきではないという意見が存在する。果たし

てそうであろうか。

この点について、心理学における「リスク認知研究」が興味深い指摘を行っ
6）

ている｡われわれが、あるリスクを回避するか志向（ないし受容）するか（｢リス

ク行動｣）には個人差があり、このような「リスク行動」を規定している重要な
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6）以下は、中谷内一也綱著『リスクの社会心理学j(有斐間、2012年）による。なお、この問題につ

いて詳しくは、鳥飼康二「放射線被ばくに対する不安の心理学」環境と公害“巻4号(2015年）参照。
7）前掲書69頁（上市秀雄筆)。
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7「自主的避難者（区域外避難者)」と「瀞在考」の損害ヱエ72z6第3章損害瞼

難の「合理性・相当性」と線量問題である。すでに述べたように、合理性・相
当性判断は一般人・通常人を基準とした社会通念によるもので、科学論争によ

るものではない。したがって、線量が唯一の基準となるのではない。しかし、

ことが放射線の危険性に関するものなので、線量とそれに関する科学的知見を

まったく無視することもできない。この点につき、本件事故被災者が提起した

いくつかの訴訟では、事故前の放射線規制に関する規範を重視し、年間1ミリ
シーベルトという基準を出している。他方で、（原状回復の目標値ではあるが)「自

然線量」（1時間0.04マイクロシーベルト）を一つの目安にする主張もある。原賠

審で田中委員が年間20ミリシーベルトを主張し、能見会長らがそれ以下でも
賠償を認めうるとの立場を主張したことは記述のとおりだが、「合理性」は「科
学的合理性」でなければならないとする大塚は、年間5ミリシーベルト程度を
考えている。また、日弁連の意見書「東京電力福島第一、第二原子力発電所事
故における避難区域外の避難者及び居住者に対する損害賠償に関する指針につ
いて」(2011年11月24日付け）でも、「少なくとも3月当たりl.3mSv(年間5.2
mSv、毎時約O.6"Sv)を超える放射線が検出された地域」については、全ての者

について補償の対象とすべき（ただし、「追加線量が年間1mSvを超える放射線量が

検出されている地域についても、少なくとも子ども・妊婦とその家族については対象とす

べき｣）としている。

一般人・通常人の判断を重視する本稿の立場からは、次の調査結果が重要で

ある。辻内琢也が県内外の避難者に対して行った調査によれば、避難先から故
郷に戻ってもよいと思われる放射線水準として、2013年の福島の仮設の調査で
は、年20ミリシーベルト未満とする者は6.3％に過ぎず、年5ミリシーベルト

以下が7.1%、追加被曝年lミリシーベルト以下が28.6%、震災発生前の線量が
37.2％となっており、埼玉と東京の調査では、年20ミリシーベルト未満とする

者は2.4％に過ぎず、年5ミリシーベルト以下が6.4％、追加被曝年1ミリシー
11）

ベルト以下が20.8％、震災発生前の線量が48.9％となっている。避難した人た

ちのおおよそ3分の2がlミリシーベルト以下にならなければ戻ってよいとは

考えていないという事実は、避難行動が合理的ないし相当であったかどうかを
考える際にも極めて重い意味を持っているのではないか。少なくとも、これら

きは、このようなリスク・アセスメントが「正解」で、一般人の「リスク認知」

は「間違い」という見方は適切ではないということであり、「一般人のリスク認

知に影霧する要因はさまざまな価値を背景としており、たんなるバイアスとは
8）

見なせない」のである。

このような「リスク認知研究」の成果と本件事故の特質を踏まえるならば、

今回の事故にともない住民に発生した「不安」は決して根拠のないものではな

いこと、そして、そのような「不安」とそれにもとづく行動の結果を合理性・

相当性のないものとして切り捨てることは誤りであるということになろう。

3具体的な判断

それでは、本件における「区域外避難」の合理性・相当性は具体的にはどの

ように判断されるべきか。「区域外避難」であっても、一般人からみて避難が相

当とみられる場合、そのことによって生じた被害は賠償の対象となる。その判

断は、様々な事情の要素を総合的に考慮して行うことになるが、以下の点に留

意すべきである。

直後の混乱したかつ緊迫した状況での判断はギリギリのものであり、そこで

の避難の判断は、（特別の事惰がない限り）通常人・一般人に共感をもって受け止
9）

められるべきである。また、情報が錯綜混乱した初期段階において、政府指示

による避難者と「区域外避難者」に、賠償額（とりわけ避難にともなう身体的・精

神的被害に対する慰謝料）に差を設ける合理的な理由は乏しい。

一定時期以降については、「本件事故との時間的場所的接着性、年齢、性別、

妊娠の有無放射線量の程度、累積の被ばく状況その他一切の事情を総合的に
10）

衡避して決する」ことにならざるをえない。そこで大きな問題となるのは、避
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8）以上、前掲書49頁以下（中谷内筆)。

9）原発ADRの調査官である栃尾安紀は、いわき市から3月11日に「自主避難」した申立人につい

て、「いわき市から市外への避難者の数は……相当多数にのぼり、避難行動は特異な人の特異な行動

でばない．といわれていた」ことからも『申立人と同じ城況に撒かれた場合、十分な蛎臘をせず、蒲の
身新のま崖で避難を悶始する者も､一般的･平均的な人側の中に多数存在ずろと鏑侭に至った」とし
て、「自主避懸｣.にともなう損害の随償を秘めるべきであるという判断を示したと報告している（判
例時報21"号5頁以下参照)。この判断は､極めて適切なものであったといえようが急これに対し爪
電は､申立人の避聡は自主的なものであり、それにともなう誕任は申立人自身が負うべきだとして、
「強く抵抗した」とのことである。なお、これは､「自主避醗者｣への－定の捕償を鯉める追袖が出さ
れる前の段階での判断である。

10）日弁連縞「原発事故・損害賠償マニュアルj(日本加除出版、2011年)136頁。
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ll)辻内琢也「深刻苔つづく原発被災者の糖神的苦痛」世界2014年1月臨時増刊1W頁。
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7「自主的避難者（区域外避難者)」と「滞在者」の損害zx9zｴ8第3章損害論

潮見佳男は、中島の指摘を受けて､｢予防原則の考え方を損害賠償法の場面で積
14）

極的に展開する見解は、傾聴に値する」と積極的に評価する。また、吉田邦彦
は、「予防･警戒原則(precautionaryprinciple)」は「近代的な科学主義に対するア
ンチ・テーゼ」から生まれたものとして放射能被害の問題に応用可能だとす
I5）

る。避難の合理性･相当性判断においても、「予防原則」は重要な意義を有する。

この点、本件事故訴訟に取り組んでいる米倉勉弁護士は、被害発生の可能性が
｢合理的な仮説」として説明できる限り、このような仮説に基づく避難行動によ
る損害（さらには、このような仮説がもたらす不安やストレスによる被害）は、予防原16）
則に基づき、そのすべてが、事故と因果関係を有する損害とみるべきとする。

をみれば､国が｢避難指示解除準備区域」として定めた年20ミリシーベルトと

いう数値が、いかに被災者の感覚とかけ離れているかは明白である。このよう

な議論状況の中で、線量問題をどう扱うかは慎重な判断がいるが、いずれにし

ても、線量はあくまで合理性・相当性判断の一つの要素でしかないことに留意

すべきである。

また、事故直後の段階とそれ以後では、放射線被曝被害に関する情報等に違

いがあることも考慮すべきである。ただし､情報について言えば､「直ちには影

響がない」という政府の言明を信じるほかなかった直後の情報不足の状況と、

事故の全貌が明らかになり低線量被曝の危険性に関する情報が広がった段階を

比べて、事故直後よりも、一定時間が経過した方が、避難判断の合理性・相当

性を高めるということもありうる。事故後、避難所での生活を経て、福島県郡

山市内のマンションで夫と2人の子どもと一緒に生活し､2011年5月に大阪へ

の母子避難を決断した森松明希子は、福島にいて見えなかったものが、2011年

5月に大阪の実家に一時帰郷して見えるようになり、「客観的にも冷静に考えて

も･2．…放射能に対して感受性の高い乳幼児を福島で育てるべきではないのだろ
12）

うと」思い、夫を福島に残しての「母子避難」を決断したとしている。さらに、

一定時間が経過し地域コミュニティの崩壊があらわになるという事情も、避難

判断の合理性・相当性を高める。したがって、期間経過によって避難判断の合

理性・相当性が失われるものではないことには注意すべきである。

2「予防原則」とは

「予防原則」は環境法において確立発展してきた考え方である。すなわち,､環
境に対する侵害は不可逆的なものが多いことから、環境政策においては、環境
の事後的な回復や侵害結果の除去よりも、侵害の回避・予防が優先されるべき
とさ･れる。これが(広義の)予防原則である。広義の「予防原則」には二つのも
のが含まれている。一つは、環境侵害を発生以前に食い止めるための施策を事
後的救済に優先させるべきという考え方(preventiveprinciple)であるが、これと
は異なる意味での「予防原則」(precautionaryprinciple)が国際的に認められてき
ている。ここで言う「予防原則」（狭義の｢予防原則」ないし「予防警戒原則｣）とは、
例えば、オゾン層の破壊や地球温暖化のような問題は、将来の損害の発生につ
いて科学的になお不確実なところがあるが、問題が深刻になってから取り組ん
でも遅い（損害が発生してからでは回復が困難であり、問題が深刻化すればするほど対
策は困難になる）ので、危険の予測になお不確実なところがあっても、予防的な
立場から出来るだけ早期に対策に取り組むべきという考え方である。「原発避
難」の合理性・相当性判断において考慮すべきとされるのは、被害発生を未然
に防止すべきという意味でのそれ(preventiveprinciple)ではなく、危険の予測に
なお不確実なところがあっても、予防的な立場から出来るだけ早期に対策に取
り組むべきという原則(precautionaryprinciple)のことである。

ロ
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IⅢ避難の合理性・相当性と「予防原則」
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1はじめに

本件被害の賠償を考えるにあたって、「予防原則」を重視すべきとの主張があ

る。例えば、中島肇は、中間指針は「予防原則」の考え方を色濃く反映してい

るとし、「風評被害」や「自主避難」に関し、予防原則は「予防的措置をとる規

制当局側の施策の根拠として適用するものであって、市場や私人の行動を正当

化することを予定したものではないが、市場(消費者）の買い控えや自主避難し
13〉

た住民の予防的な反応に合理性（正当性）を与える考慮要素にはなる」とする。

I ’
I

14）潮見・前掲注1）43頁。

15)吉田邦彦･NBL1026号(2014年)41頁･
16)米倉勉「『福島原発避難者訴訟」における損害論」環境と公害43巻2号(2013年)36頁。

森松明希子『母子避難、心の軌跡j(かもがわ出版、2013年)31頁。

中島・前掲注l)8頁、14頁以下。

12)

13）
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7「自主的避難者（区域外避難者)」と「滞在者」の損害zzx
zﾕ◎第3章損害論

P

ウ

み、人々 のとったリスク回避行動に対して科学的不確実性を理由にその合理性
を否定し、原子力の利用者（原子力事業者など）の経済的自由権を保護するのは、

19）

権利．法益面での均衡を失する」として「予防原則」を支持する。
以上のような議論動向からみて、「予防原則」を私法・民事責任法の中に持ち

込むことに（この原則が環境政策にかかわって成立してきたという出自にかかわらず）

理論的に問題がないことは明らかである。そして、もし、この原則から（潮見の
言うように）「科学的証明が困難であっても、いったん発生すると回復不可能な

重大な損害が発生する場合には、損害発生前のリスクを回避し、または逓減す
るために事前の思慮を行うべきである」という行為規範が成立するとすれば、
そのような行為規範にしたがってとられた避難という行動は社会的にみて合理
的ないし相当なものとして（法的に）評価されるべきであり、そこにおいて、政
府の指示があったかどうかは決定的な問題ではないことになろう。

3「予防原則」と民事責任

前述のように、この原則は、環境法において、国家による環境保全策のあり

方にかかわって発展してきたものである。それでは、「原発避難」の合理性･相

当性判断においてこの原則を活用することが(理論的に)許容されるか。かりに

(理論的に）許容されるとして、その活用は適切かつ妥当か。
17）

今野正規によれば、近時のフランスでは、予防(警戒)原則を、環境保護政策
的な意味を超えてHIV感染事件をはじめとする「現実の事件についての責任

帰属を判断する際にも適用すべきである」という主張が有力になされている。

そして、今野は、同様の議論がわが国の民法709条の過失要件に関する議論に
18）

もみられるとして、潮見佳男の過失に関する議論を挙げる。すなわち、潮見は、

その著書『不法行為法』（信山社､1999年)160頁で、「権利侵害の危険が抽象的に

存在するにとどまる段階においても、その抽象的危険を伴う行為が生命・健康

への回復不可能な重大な被害をもたらすおそれのあるような場合には……抽象

的危険を現実のものとしないように適切な措置をとるべき義務が課される場

合｣があるとしているが、今野は、「こうした議論は、新しいリスクや不確実性

に対して、予防(警戒)義務を課すフランスの議論とほぼ同様の枠組みに立って

いる」とするのである。なお、潮見は前掲書の新版である『不法行為法I(第2

版)』（信山社、2009年）では、より明確に、公害、薬害・食品公害等における過

失論(｢予見義務の『行為義務』化｣､「事前の思慮｣への拡張）を、「近時、環境法の領
域で注目を集めている『予防原則』(precautionaryprinciple)の考え方ともその発

想の基盤を享有するものである」「人体に脅威を与える物質と人体への侵害と

結びつける科学的証明が困難であっても、いったん発生すると回復不可能な重

大な損害が発生する場合には、損害発生前のリスクを回避し、または提言(ﾏﾏ）

（逓減？）するために事前の思慮を行うべきであるとの観点から、わが国の民事

過失論を充実させていくのが望まれる」と、より直裁に、「予防原則」に立った

民事責任論を主張している。さらに、潮見は、原発事故に関して、「人々 の生

命・健康や、将来世代の生命・健康にも関連する環境に対･し深刻かつ不可逆的

な被害(取り返しのつかない破壊）を生じさせるリスクについては、人々 の生命・

健康という法益に対する深刻かつ不可逆的侵害というリスクの重大性にかんが
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4本件における「予防原則」の妥当性

そうすると、次の問題は、本件が､､このような「予防原則」が妥当する事例
かどうか（予防原則採用の必要性ないし適切性）である｡この問題を考える上で、
決定的に重要なことは、今回の原発事故被害の特質である。今回の事故被害は、
①発生しうる被害が重大かつ不可逆的であること、②目に見えない五感で感知
しえない未知の危険であること、③低線量被曝は確率的な危険であること、④
閾値に関する議論など、科学的知見そのものが未確立ないし見解が分かれてい
ること、⑤情報提供の混乱の中で政府や科学者に対する信頼の崩壊が生じてい
ることといった特質を持っている。このような特質は、「予防原則」を取り入れ

て避難行動の合理性．相当性を判断することが必要でありかつ適切であること
を示しているのではないか。
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19)潮見佳男「福島原発事故に関する中間指針等を踏まえた損害賠償法理の繼築的」法律時報86巻
12号(2014年)129頁〔本章1,115頁〕働きらに潮見は、「そもそも、因果関係判断に当たっては、
一点の疑義もない科学的証明までは求められていないから、因果関係の判断に予防原則の考え方を
採りいれること自体は特異なことではない。むしろ、予防原則と結びつけられる合理性の判断にお
いて科学的合理性が求められる（社会的合割生では足りない）との立場に依拠し､科学的合理性の基
準を不法行為損害賠償における裁判規範としての因果関係判断に持ち込む場合は、因果関係が認め
られる余地が今よりも狭くなるのではないかとの懸念が頭をかすめる」とも述べて､「科学的合理性」
説への疑問を提示している（同130頁)(本章1，115頁〕。

17）今野正規「リスク社会と民事責任」北大法学論集59巻5号、60巻1号、3号(2009年)。
18)今野前掲・北大法学論集60巻5号(2010年)1314頁以下。 Ｉ
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21）

はあらたな事故・被曝の恐れをもって暮らさなければならないことである。
このような「滞在者」の被害も、原発事故によって惹起されたものとして、

賠償の対象にすべきであるし、また、このような「滞在者」の被害を適切に救
済することには、大きな意義がある。放射線は五感ではとらえられないため、
個人の避難．滞在・帰還による損害は政府または被害者自身の判断による行動
を媒介にせざるを得ないが、政府の指示に対する国民の信頼の失墜の中で、結
局は、各被害者が置かれた状況の中で判断せざるをえなかった。放射能汚染を
回避したい者は避難し、様々 な理由でそれができない者はとどまる。避難すれ
ば生活基盤を失い、とどまれば被曝の危険が高まるので、いずれの選択をして
も損害の発生自体は免れない。しかも、重大なことは、ことが各人の生活・生
存に直結するぎりぎりの判断であるだけに、（地域の中で､あるいは家族の中で）し
ばしば意見の対立が生じ、このことが地域や家族の分断にもつながりかねない
ことである。除本理史は、住民らは「究極の選択」を強いられたと表現してい
漣》

る。

他方で、避難区域の再編以降、「帰還」と賠償の終期が問題とされるようにな
った。すなわち、一方で、「帰還困難区域」において長期にわたって帰還できな
いことによる被害をどう補償するか（移住を考えざるを得ない場合、居住用不動産
の再取得をどう補償するか、帰還できないことによる精神的損害をどう考えるか）が問
題となり、他方で、避難指示が解除されて「帰還が可能」とされた地域からの
避難者の補償の「終期」をどう考えるかということが問題となったのである。
事故発生後、多くの住民は、避難を強制され、あるいは、避難するかしないか
の選択を強いられたが、再び、ここで、帰還をめぐってその選択を強いられる
ことになったわけである（帰還は避難の裏返しの問題であり、そこでは､同様に､放射
線曝露の「不安」をどうとらえるかが問題となる)。

この問題は、避難や帰還の問題を住民自身による選択（自己決定)の問題とと

zzz第3章損害瞼

Ⅳ「滞在者」の損害

政府による避難指示区域外であっても、周辺.近隣の住民は事故により様々

な被害を被っている。直後は原発の爆発の恐怖におびえ、また、混乱の中で生

活物資の調達をはじめとして、様々な困難に直面した。一定時期以降も、低線

量とは言え、自然線量をはるかに超える放射線が検出される中、健康への強い

不安に曝されている。このような中で、事故直後、あるいは一定時期経過後に

多くの住民が「自主的」避難を行ったが、同時に、様々な理由からその地にと

どまった(とどまらざるをえなかった)、あるいは一時避難先から帰還した(せざる

をえなかった）人も多い。これらの「滞在者」にも、様々な被害が発生している。

いわき市の「滞在者」（一時避難の後に帰還して滞在している者を含む。いわき市では

事故直後には､およそ半分の市民が市内外に避難したと言われている）が原告となって

いる「いわき市民訴訟」において原告らは、次のような被害を主張している。

イ).事故直後の時期における被害として、情報不足の中での混乱と恐怖、避難

を実施した者の避難中の被害（生活費の増加、差別、ストレス、一家離散、その他)、

残留した住民らの恐怖と不安。ロ）初期避難期間終了後の継続的被害として、

帰郷の選択をせざるをえなかったこと（いわき市が安全・安心だから帰ってきたわ

けではない。「心配はあるが、仕方なく低線量放射線物質に汚染されたいわき市での生活

を受け入れざるを得なかった｣)、（汚染による）継続的な精神的被害（被曝の恐れ、地
鋤）

域力の低下、子どもから自然が奪われたこと、生活の質の低下、その他)。これらに加

えて重大なのは、汚染水問題に象徴されるように、事故は未だ収束せず、住民
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20)郡山市から2011年5月に避難した森松明希孑は、「目に見えて人口が流出していくのが分かる

”…･本当になんとも富えない気持ちになりました。･･････このままここに住んでいていいのかしらと

いう不安感…･･･焦りと不安と得たいの知れない恐怖感が入り混じったような感覚でした｣、「ふだん

屋外では子どもを遊ばせることができないので､ただ､街にあるふつうの公園の滑り台を滑らせたり、

ただのブランコやシーソーに乗せるためだけに、わざわざ高速道路を使って山形県や新潟県にある

町中のごくごくふつうの公園に$車を2～3時間飛ばして出かけて行きました｣。「毎日の洗澗物も

．…･･マンションの中で部屋干しし、お布団も布団乾燥機を毎日稼働させ、天日干しもままなりませ

ん｣、放射能が子どもに将来与えるかもしれない影騨を考えて「極めて暖昧な不安感や恐怖感のため

に、生活全般の細かいことについて神経を払わなければならないことが､疲労困懲を招くし、糟神的

にも心底消耗する」と、避難決断前の年少の子どもを抱えての不安と生活の困難をリアルに語ってい

る（前掲注12）27頁以下)。森松は、このような状況から大阪への「自主避難」を決断したのである

が、同様の状況は多くの「滞在者」に、程度の差はあれ、その後も続いているものと思われる。．

21)山下祐介らは、このような被害を受けて滞在している人を、「生活内避難者」と呼んでいる（山下
祐介・市村高志・佐蔭彰彦「人間なき復興」（明石香店、2013年)125頁以下)。山下らによれば、原
発避難は、「強制避難」「自主避難」「生活内避難」に分類することができる。放射能汚染が生じた地
域では｢地域にとどまりながらも日常生活が正常に行われていないという意味で､そこでも原発避難
が行われているというべきである。たとえ住み処を変えないにしても、多くの人が口にするものや
外出先に気を遣い、とくに子どものいる家庭では、なるべく外に出きないなどの配恵をする、こうし
たかたちで生活内の避難が続いている」のである。

22）除本理史「原発賠償を問う』（岩波密店、2013年）32頁。
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7「自主的避難者（区域外避難者)」と「滞在者」の損害ユュラ
zz4第3章損害瞳

れぱ、それは、「身体や健康に直結した平穏生活権」と位置づけるべきである。

なぜなら、放射線被曝による不安は健康被害への不安であり、また、そのよう
な不安には客観的根拠があるからである。あるいは、本件で住民らが侵害され
た権利．法益は、単なる平穏な生活に関するものだけではなく、人々 の生存諸
条件への侵害とみることもできる。そして、本件事故における特質の中では、

避難した者もとどまった者も、ともに「平穏生活権」（ないしは生存にかかわる権
利）が侵害されたものとしてとらえ、それに見合った補償を与えることが可能
となるのではないか。

本件の被害をこのようにとらえるとして、次の問題は、滞在者について言え
ば、放射線への不安の中で滞在し生活を続けることが、賠償に値する損害を発
生させていると言えるかどうか、平穏生活権に引きつけて言えば、どのような
内容と程度の「不安」があった場合に、平穏生活権侵害ありと認めうるかであ
る。この点については、基本的には「区域外避難」について述べたことがあて
はまるのではないか。すなわち、事故直後について言えば、この時期に「滞在
者」が被った様々 な困難に関して賠償（とりわけ混乱の中での恐怖や不安、肉体的．
糖神的ストレスに対する慰謝料）が認められるべきことについて異論はない。中
間指針追補も一定の範囲の「滞在者」に「自主避難者」と同額の慰謝料を認め
ている。「滞在者」にも「避難者」と同じ額の慰謝料を認めたことは、住民間の
公平の指摘からみて適切であり、また、それは、平穏生活権侵害という構成に
よって根拠づけうる（両者とも、事故とその直後の混乱によって平穏な生活が侵害さ
れている)b問題はその額が生じた被害に比して僅少にすぎることであり、さら

に、政府の指示による避難と差がつけられていることである。しかも、ここで
も区域による限定がなきれている。

初期段階以降の慰謝料についてみれば、初期の混乱期以後において、平穏生
活権の侵害がなお（いつまで)継続しているのかが問題となる。これについても、

らえるのではなく、避難するかしないかについて選択の強要を受けることこそ
羽）

が共通の被害であるととらえ、一方で「避難する権利」を認め、それを実現す

るための支援を保障することと、他方で、「とどまる権利」をも正当なものとし、

それに見合った補償を与えること、「帰還する権利」と「移住する権利」をとも

に認め（加えて、事故の「収束｣や除染の進行や生活環境の回復状況をみながら「待避す

る権利」も認めるべき)、被害者らが、その決定を強いられることなく、自ら主体

的に決定できる権利の保障が必要である。そのためには、「区域外避難者」の損

害が適切に補償されることが必要だが､加えて、「滞在者｣の被害の適切な救済
．劇》

も重要である。

このような視点からは、中間指針第一次追補が､放射線被曝への恐怖や不安

により「自主的避難」を行った場合における、①生活費の増加費用、②正常な

日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛、③避難

および帰宅に要した移動費用の賠償を認め、あわせて、放射線被曝への恐怖や

不安を抱きながら滞在を続けた場合の、①放射線被曝への恐怖や不安、これに

伴う行動の自由の制限等により、正常な日常生活の維持･継続が相当程度阻害

されたために生じた精神的苦痛、②放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行

動の自由の制限等により生活費が増加した分の賠償を認めたこと、しかも、上

の両者を同額として算定するのが「公平かつ合理的」としたことは重要である

(ただし、金額が、本件における避難者の受けた深刻な精神的被害として妥当なものとい
ま）

えるかどうかは、別の問題である)。

それでは、以上のような賠償論はどのように理論的に正当化できるのか。こ

の点では、平穏生活権という概念が有用である。平穏生活権は様々な場面で主

張されているが、本件で問題となっている不安を平穏生活権で受け止めるとす
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23）藤川賢「福島原発事故における被害椴造とその特徴｣･環境社会学研究18号(2012年)45頁以下

参照。

24）この点で、「原発事故子ども・被災者支援法」が、個人の選択を尊重しつつ、「長期避難・移住を

選択する人｣｢住み続けることを選択する人｣｢一時避難したが帰還した人や近い将来帰還を考えてい

る人」「将来的な帰還を考えている人」といった多棟な人々の選択への支援をうたったことは大きな

意義がある。ただし、その支援の内容が十分かつ適切かどうか、東電や国の責任が暖味であること、

そもそも「補償」や「賠償」なく「支援」で良いのかといった批判があり（例えば、中川素充「原発

事故子ども・被災者支援法一概要と問題点について｣賃金と社会保障1571号(2012年)23頁以下)、

また、本法に基づく基本方針の内容に問題が多いといった批判（福田健治・河崎健一郎「踏みにじら

れる『被曝を避ける梅利｣」世界2014年臨時増刊122頁以下）もなされている。

25）河崎健一郎・菅波香織・竹田昌弘・福田健治『避難する権利、それぞれの選択」（岩波書店、2012
年）42頁は、原賠審が、「自主避難者」と「滞在者」に等しく同額の賠償を腿めたことについて、「避
鯉iこ馬て生じた損害だけではなく､福島に滞在し､放射線被曝に苔ら曽打る娑御1?E?堅、
賠償の対象となる糖神的苦痛と認めたことは､大きな意装を有します。また､避難者と滞在者を同列
に扱うことは、避難することも、対策を採りながら福島にとどまることも、その双方が等しく尊重さ
れるべき選択である、とのメッセージになります」と評価しつつ、対象区域からはずれた人の賠償は
どうなるのか、賠償額があまりに低すぎるのではないかといった問題点をも指摘している。
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226第3章損害論

｢区域外避難｣の合理性・相当性判断に関して述べたのと同様のことが当てはま

る。すなわち、住民の「不安」が合理性●相当性を持つかどうかが問題となる

が、通常人●一般人が危険だと感じることには「社会的」合理性．相当性があ

ると考えるべきであり、そこでの判断基準はあくまで（科学的知見そのものでは

なく）一般人・平均人が持つ放射線被曝というリスクに対する認識である。ま

た、そこでは「予防原則」を踏まえた判断を行うべきである｡ただし、その場

合、「自然線量になるまで｣被害が続くとみてよいかどうかは、さらに検討が必

zz7

第4章除染

1除染の問題点と課題

要であろう。

礒野弥生
(よしむら・りょういち立命館大学教授）

I本稿の目的

原子力政策では、国際的に被曝の限度を定め、それに対する防護のあり方の

基準を定めるということが行われてきた。国際放射線防護委員会(ICRP)がそ

の役割を負っているが、同委員会は、被ばくを増大させる行為の正当化、防護
l）

の最適化、個人の線量限度の三原則を示した。そして、放射線被ばくを、計画

被ばく状況、緊急時被ばく状況(好ましくない結果を避けたり減らしたりするために

緊急の対策を必要とする状況)、現存被ばく状況（管理についての決定をしなければな
2）

らない時に既に存在する被ばく状況)、という三つに区分している。

ところで、世界は避難を要する深刻な事故を三度経験した。最初のT皿事

故では住民の大量避難を指示し、チェルノブイリ事故では強制移住措置および

避難・居住選択措置が執られた。

それに対して、福島原発事故では、区域を設けて避難指示を出した。緊急時

被ばく状況において「合理的に達成可能なかぎり低く」するための線量として、

20mSvを採用した結果である。

避難指示外の地域では、被ばくを提言させるために除染をし、避難指示が出

された地域についても、除染をすることで帰還させるという政策を選択した。

除染により放射線量を低減して居住を事実上強制し、あるいは居住していた場

1

1

1

1)ICRP60(1990)勧告。

2)ICRP103(2007)勧告。
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